
● メタルモールとボックス類との接続箇所には電線保護のためブッシングが必要です。

■ ブッシング

　A型・B型用ブッシングはメタルモールカバーの
外側にはめ込み、C型はベースの内側に差込ん
でご使用下さい。Rの部分はいずれもボックス内
側に入ります。

①ハンドルを垂直近くまで持ち上げ、
開口部を上向きにしてモールを
入れます。

　※ご使用の際、ハンドル固定ピン
はグリップに納めて下さい。

②モールの切断位置をカッター切
断位置に合せて切断して下さい。

● コーナー ボックス
● ジャンクション ボックス
● スイッチ ボックス

ブッシングを使用するボックス
C型ジャンクション　ボックス

B型ブッシング

C型ブッシング

A型ブッシング

金属線樋関連法規

電気用品の技術基準の解説 抜粋（平成24年1月改正）
1.　電線管類

（イ）　構　造

（7）金属製線樋
イ　一種金属製線樋

電気設備技術基準とその解釈 抜粋（平成26年版）
【金属線ぴ工事】（省令第56条第1項、第57条第1項）

a　まっすぐであること
b　両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめ

らかであること。
c　造営材に容易に、かつ、堅ろうに取り付けるこ

とができること。
d　ベースとキャップとが完全にかん合し、衝撃等

により容易に離れないと。
e　寸法は附表第四1に適合すること。

一　絶縁電線（屋外用ビニル絶縁電線を除く。）である
こと。

二　線ぴ内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、
次に適合する場合はこの限りでない。

 イ　電線を分岐する場合であること。
　　ロ　線ぴは、電気用品安全法の適用を受ける二種金

属製線ぴであること。
　　ハ　接続点を容易に点検できるように施設すること。
　　ニ　線ぴには第三項第二号ただし書きの規定にかか

わらず、D種接地工事を施すこと。 
（関連省令第10条、第11条）

　　ホ　線ぴ内の電線を外部に引き出す部分は、線ぴの
貫通部分で電線が損傷するおそれがないように
施設すること。　

一　電気用品安全法の適用を受ける金属製線ぴ及びボック
スその他の附属品であること。

二　黄銅又は銅で堅ろうに製作し、内面を滑らかにしたも
のであって、幅が5cm以下、厚さが0.5mm以上のもの
であること。

2　金属線ぴ工事に使用する金属製線ぴ及びボックスその
他の付属品（線ぴ相互を接続するもの及び線ぴの端に
接続するものに限る。）は、次の各号のいずれかに適
合するものであること。

第161条 金属線ぴ工事による低圧屋内配線の電線は、次
の各号によること。

種　類 外　の　り

A　型
B　型

ベースの幅 キャップの幅
組み合わせた
ときの高さ 厚　さ

23.2±0.2
37.0±0.2

25.4±0.2
40.4±0.2

11.5±0.5
20±0.5

1.0以上
1.2以上

（単位︓mm）

使用方法
MAKMOL

下　型
MAKMOL-□

適　合品　名

MAKMOL

MAKMOL-C

MAKMOL-60

MAKMOL-40

MAKMOL-25

A型（M100・Y100）
B型（M200・Y200）

C型（M300・Y300）

B型（M200・Y200）

A型（M100・Y100）

MAKMOL-60・40・25兼用

メタルモール工事の能率化
●　手動式なので電源がいりません。
●　楽な姿勢で軽く切断できます。
●　下型交換が簡単にできます。
● 付属ゲージの使用で定尺切断も能率的に行えます。

全長︓820mm
重量︓10kg
※切断代は2mmです。

※ 切断の際、モールベースの切り口が変形します。
　 切断後ペンチ等で修正してご使用下さい。
※ 切断代は、2mm。切断適合板厚は、鉄板1.2mm
　 までです。
※ モールカバーとベースの同時切断はできません。
　 また、ベースに両面テープを貼っての切断は、お
　 避けください。工具の故障原因となります。

メタルモール（一種金属線ぴ）を切断する工具です。

MAKMOLは、ネグロス電工株式会社製品です。

ご注意

刃　型
MAKMOL-C

※モールベースの切断の際に切り口が
　変形いたしますので、切断後、
　ペンチ等で変形を直して下さい。　

切断中心

バンドル固定ピン

突き当てゲージ

メタルモール 取り扱い説明 関連法規 抜粋

メタルモール　カッター

施工例

MAKMOLには、B型用下型（MAKMOL-40）と刃型
（MAKMOL-C）がセットされています。
付属品としてA型用下型（MAKMOL-25）と六角棒レンチ
がつきます。

内線規程　抜粋（JEAC 8001-2011）
3125節　金属線ぴ配線

3125-1　電　線（対応省令︓第57条）

3125-2　使用電圧の制限（対応省令︓第56条）

一　線ぴ相互及び線ぴとボックスその他の附属品とは、
堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。

二　線ぴには、D種接地工事を施すこと。ただし、次の
いずれかに各当する場合は、この限りでない。 
 （関連省令第10条、第11条）

 イ　線ぴの長さ（2本以上の線ぴを接続して使用す
る場合は、その全長をいう。以下この条におい
て同じ。）が4ｍ以下のものを施設する場合

 ロ　屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地
電圧が150V以下の場合において、その電線を
収める線ぴの長さが8ｍ以下のものに簡易接触
防護装置（金属製のものであって、防護措置を
施す線ぴと電気的に接続するおそれがあるもの
で防護する方法を除く。）を施すとき又は乾燥
した場所に施設するとき

1.　金属線ぴ配線には、絶縁電線を使用すること。（解釈161）
 〔注〕この規定における絶縁電線の定義については、1100-1（用語）

　　　　　116（絶縁電線）を参照のこと。

2.　金属線ぴ内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、
電気用品安全法の適用をうける二種金属製線ぴを使用
し、かつ、次の各号により施設する場合は、この限りで
ない。（解釈161）

　　①　電線を分岐する場合であること。
　　②　接続点を容易に点検できるように施設すること。
　　③　線ぴ内で分岐された電線を外部に引き出す部分は、

線ぴの貫通部分で電線が損傷するおそれがないよ
うに施設すること。

 〔注〕 線ぴの貫通部分の電線を保護するには、その線ぴ
の製造者が指定する貫通部分の保護機材、絶縁ブッ
シングなどの堅ろうな器材を使用する必要がある。

3125-3　施設場所の制限（対応省令︓第56条）
 金属線ぴ配線は、屋内の外傷を受けるおそれがない乾燥

した次の各号の場所に限り、施設することができる。（解
釈156）

 ①　露出場所
 ②　点検できる隠ぺい場所

3125-4　金属線ぴ及び附属品の選定（対応省令︓第56、57条）
1.　金属線ぴ及びボックスその他の附属品（線ぴ相互を接続

するもの及び線ぴの端に接続するものに限る。）は、次
の各号に適合するものであること。（解釈161）

金属線ぴ配線の使用電圧は、300V以下であること。（解釈156）

3　金属線ぴ工事に使用する金属製線ぴ及びボックスその
他の附属品は、次の各号により施設すること。
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